
 

 

午前１０時２７分 開  会 

○委員長（髙橋徳久） それではただ今から教育福祉常任委員会を開会いたします。当委 

員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり審査いたしますので、よろ 

しくお願いいたします。 

  なお、正確な会議録作成のため、発言はマイクにスイッチを入れてからお願いしたい 

と存じます。 

 審査に入ります前に、当局よりあいさつをお願いします。吉川教育長。 

○教育長（吉川正一） おはようございます。 

  新型コロナウイルス対応で、全国が緊急事態宣言の地域となりまして、県内でも様々

な業種で自粛の方向にあるようであります。 

  市教育委員会関係でも市長からの挨拶でもあったように、学校は４月２１日から５月

６日まで休校措置をとっており、生涯学習施設及びスポーツ施設も５月６日まで休館を

延長しております。 

  市民の皆様には、多面でご不便をおかけしておりますが、市民の安全安心のためであ

ることをご理解願い、ご協力いただきたいと思います。 

  子どもたちの学習保障につきましては、教育委員会としましてホームページに学習支

援サイトを開設するとともに、ＦＭはなびを活用した学習解説番組を本日から実施して

おります。授業時数の確保など課題は山積しておりますが、学校の現状を十分踏まえて

その対応にあたってまいりたいと思います。 

  さて、本日の常任委員会では、教育委員会関係として寄付に伴う基金積立金の補正に

係る令和元年度一般会計補正予算案と、土川地区公民館の屋上防水等に係る令和２年度

一般会計補正予算案の２件であります。 

  よろしくご審議いただき、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

  以上であります。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。それでは審査に入ります。 

報告第４号「専決処分報告について（令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１３号））」

を議題といたします。 

最初に教育指導部の所管分から審査いたします。当局の説明を求めます。なお、簡便

にお願いいたします。田口教育総務課長。  

○教育総務課長（田口広龍）   それでは、報告第４号「専決処分報告について（令和元年



 

 

度大仙市一般会計補正予算（第１３号））」のうち、教育総務課所管分について御報告

いたします。 

    早速、内容について御説明いたします。資料№２－１主な事業の説明書の８ページを

御覧ください。 

   事業名は「教育文化基金積立金」であります。 

   今回２５０万円を補正したもので、財源内訳は全額、その他の教育費寄附金でありま

す。 

    ４のアクトの欄を御覧ください。まず、大阪市在住の旧西仙北町出身の方から子供の

教育のために役立ててほしいと５０万円、株式会社ダスキンよねやさんから、先人達が

築き上げてきた伝統や文化の継承に役立ててほしいと２００万円の寄附がございまし

た。これら２件の合計２５０万円を教育文化基金に積み立てたものであります。今後、

寄附していただいた方々の意向に沿って取り崩し、活用していく方針です。 

   以上、ご報告申し上げましたが、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

〇委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。ただいま説明が終了いたしました。説

明に対しまして、質疑がございましたらお願いいたします。冨岡委員。 

〇委員（冨岡喜芳） あの、この株式会社ダスキンっちゅうのは、どこの、どごのあれだ

すか、会社だもんだすか。  

〇委員長（髙橋徳久） 田口課長。  

○教育総務課長（田口広龍） 本社は横手の方になります。  

〇委員（冨岡喜芳） 横手？  

○教育総務課長（田口広龍） はい。今回創業５０周年ということで、横手市さん、それ

から美郷町さんと私どもの方にご寄付をいただいたものです。  

〇委員長（髙橋徳久） 他にございませんでしょうか。  

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  討論及び採決は、後ほど健康福祉部と一緒に行います。 

  ここで説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

（ 休 憩 午前１０時３２分 ） 

（ 再 開 午前１０時３４分 ） 

○委員長（髙橋徳久） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 



 

 

  これより健康福祉部の所管分について、審査いたします。 

  当局の説明を求めます。はじめに、佐藤社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（佐藤和博） それでは、報告第４号「令和元年度大仙市一般会計補正予

算（第１３号）」の専決処分報告のうち、社会福祉課関連予算について、説明申し上げま

す。 

  説明資料につきましては、資料№２－１「令和元年度補正予算３月専決主な事業の説

明書」であります。６ページをお願いいたします。 

  「地域福祉振興基金積立金」につきましては、各種譲与税及び交付金等の確定などを

踏まえ、積み増し分として５千万円の補正であります。 

  この基金については、引き続き地域福祉の増進に必要な事業等の財源として活用して

いくものでありますが、今後については充実した子育て支援制度等を構築、拡充してい

くための財源に重点的に充当してまいりたいと考えております。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。ただ今説明が終了いたしました。説明

に対しまして、質疑がございましたらお願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  次に、小林高齢者包括支援センター所長。 

〇高齢者包括支援センター所長（小林孝至） 続きまして報告第４号「令和元年度大仙市

一般会計補正予算（第１３号）」の内、高齢者包括支援センター所管分についてご説明い

たします。 

  資料№２（３月専決）に係る補正予算書１３ページをお開き願います。 

  ３款１項６目「老人福祉費」５１事業「大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事業費負

担金」につきましては、５,８１９万９千円を減額補正し、補正後の額を１５億７,４９

５万８千円としたものであります。 

これは、「介護給付費等」の実績見込みによる減額で、令和２年２月２６日開催の大曲

仙北広域市町村圏組合２月定例会において議決されたことに伴い、当市負担金について

専決処分による減額補正を行ったものであります。 



 

 

  説明につきましては以上であります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い致します。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。ただ今説明が終了いたしました。説明

に対しまして、質疑がございましたらお願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  ここで説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

（ 休 憩 午前１０時３７分 ） 

（ 再 開 午前１０時４０分 ） 

○委員長（髙橋徳久） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより討論を行います。討論はございませんでしょうか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） では、討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。報告第４号は承認することにご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ご異議なしと認め、本件は承認すべきものと決しました。 

ここで説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

（ 休 憩 午前１０時４１分 ） 

（ 再 開 午前１０時４２分 ） 

○委員長（髙橋徳久） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  議案第９８号「令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

  当局の説明を求めます。大沼生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（大沼利樹） 生涯学習課の大沼でございます。今年度もよろしくお願い

いたします。 

  それでは、議案第９８号「令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２号）」のうち、生

涯学習課所管分についてご説明申し上げます。 

  資料№３ 議案書の「大仙市補正予算（４月補正）」の１０ページと資料№３－１「令

和２年度補正予算（案）４月補正の事業説明書」の７ページをお開き願います。 

  ここでは、事業説明書でご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 



 

 

  １０款５項３目１０事業「公民館管理費」につきまして、１，２２６万５千円の補正

であり、補正後の額を１億８，３７７万７千円とするものであります。補正額全額一般

財源であります。 

  ４．ＡＣＴをご覧願います。 

  今回、西仙北地域の土川地区公民館において、本年１月３１日に突発的な施設内部へ

の雨漏りが発生しております。雨漏り箇所については、１階事務室、多目的ホール、２

階の農事研修室、サークル活動室と複数箇所からの雨漏りで、特に２階の農事研修室と

その真下の１階事務室の雨漏りが激しく、雨漏りにより漏電が発生し火災報知器の誤作

動が生じるなど、危険性があることから、雨漏りの原因である、老朽化により経年劣化

し剥離が著しい屋上の防水シート、及び防水シートの下に敷いてあります断熱材の張り

替え、また、浸水部分の天井の改修工事を実施したいと考えております。 

  委員の皆さまには、別紙にて屋上防水シートの老朽状況等の写真を添付しております

ので、後でご覧いただきたいと思います。 

  なお、土川地区公民館は平成２年に建築され、築３０年が経過している建物であり、

平成２８年度においても防水シートの劣化が原因で雨漏りが発生しており、部分修繕を

行っております。 

  工事概要につきましては、既存の防水シート全面をはがし、その下の断熱材の内、特

に劣化した部分及びドレイン周りを中心に敷き直し、その上に新たに防水シート全面を

敷き直す工事を実施するとともに、屋内の浸水部分の天井改修を行うものであります。 

 工期につきましては、できるだけ梅雨の時期の前までには防水工事を終わらせたいと考

えております。 

  以上、生涯学習課所管の補正予算についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議

のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。ただ今説明が終了いたしました。説明

に対しまして、質疑がございましたらお願いいたします。佐藤委員。 

〇委員（佐藤芳雄） この写真を見るとだいぶひどいようでありますので、もっと早ぐや

らなきゃいけながったんじゃないがなと思いますけれども、承認なったらすぐ発注する

ようにお願いいたします。 

○委員長（髙橋徳久） はい、大沼課長。 



 

 

〇生涯学習課長（大沼利樹） 承認いただけましたら、早急に起工伺いを、伺いまして、

出来るだけ、先ほども説明申し上げましたけれども、梅雨の時期の前には屋上の防水工

事を完了したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（髙橋徳久） 他にございませんでしょうか。はい、藤田委員。 

〇委員（藤田和久） 私素人ですみませんけれども、屋上に防水シートを敷くやり方は保

たないんですよね。大体１５、６年で駄目なる。ですからこれを敷いた上に防水コンク

リートをふたたび塗り込むようのことは、出来ないものでしょうか。一応素人の考えで

すけれども。ちょっとあったらお願いします。 

○委員長（髙橋徳久） はい、大沼課長。 

〇生涯学習課長（大沼利樹） 今回この事業説明書にも記載しておりますが、改質アスフ

ァルトシート防水ということで、道路に敷いているアスファルトの素材を使いまして、

あれ柔軟性がある素材でありまして、耐久性もあると、耐候性あるっていうことです。

で、一応対応年数につきましては、大体２２年という耐用年数になりますが、定期的な

メンテナンス、それからドレイン周りを定期的に掃除するともう少し耐用年数が長く、

高くなるということで聞いております。また、そのアスファルトシート防水を敷いた後

に保護塗料仕上げっていうことで、劣化防止の水性のアルミコートをコーティングしま

すので、出来るだけ長寿命化を図るような素材でシートの施工をしたいというふうに考

えております。 

〇委員（藤田和久） 分かりました。 

○委員長（髙橋徳久） よろしいでしょうか。 

〇委員（藤田和久） はい。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんでしょうか。小笠原委員。 

〇委員（小笠原昌作） 先ほど佐藤委員からも申し上げていただきましたけれども、非常

にこの頃の雨でまた雨漏りしているっちゅうことですので、今コロナで使用禁止なって

ますけれども、何とが一日でも早く補修していただければ大変有り難いなって思ってお

ります。 

○委員長（髙橋徳久） はい、大沼課長。 

〇生涯学習課長（大沼利樹） 先日もまた雨漏りがありまして、今現在はブルーシートを

敷きまして、取り敢えず応急処置をしているという状況でございますので、出来るだけ

早く施工したいと考えております。以上です。 



 

 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんでしょうか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。議案第９８号は原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

以上で、当委員会に審査付託となりました議案の審査は、終了いたしました。 

なお、本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長

にご一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

これをもちまして、教育福祉常任委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

（ 閉 会  午前１０時４９分 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 
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